
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 職 員 の 退 職 手 当 に 関 す る 規 程 の 一 部 を

改 正 す る 規 程 の あ ら ま し  

 

１  雇 用 保 険 法 及 び 国 家 公 務 員 退 職 手 当 法 の 改 正 に よ り 就 業 手 当 が 廃 止

されること等 に伴 い、失 業 者 の退 職 手 当 に関 し所 要 の改 正 を行 います。  

 

２  そ の 他 必 要 な 規 定 の 整 備 を 行 い ま す 。  

 

３  こ の 規 程 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ま す 。  


